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北九州市告示第４６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、電気通信役務を受ける契約に基づく支払に関する事務について、指定公金事

務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のと

おり告示する。 

  令和８年２月２０日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 
指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 
名   称 住   所 

株式会社イン

ボイス 

東京都千代田

区麹町五丁目

１番地１ 

令和７年１

０月２３日 

令和７年１

０月２３日 

令和７年１０

月２３日から

令和８年３月

３１日まで 
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北九州市告示第４７号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和８年２月２０日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

北九州市八幡西区大字熊手２７１６番、２５７４番及び２５７７番１の各

一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  クロロエチレン、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロ

ロエチレン、１，２－ジクロロエチレン、１，３－ジクロロプロペン、ジク

ロロメタン、テトラクロロエチレン、１，１，１－トリクロロエタン、１，

１，２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及

びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セ

レン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物、ふっ素及び

その化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカルブ、チウラム

、ポリ塩化ビフェニル並びに有機りん化合物 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及び

その化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合

物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 
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北九州市公告第１３５号  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４４条の３第１項の規定により違法

放置等物件を除去し、同条第２項の規定により当該違法放置等物件を保管した

ので、同条第３項の規定により次のとおり公示する。 

  令和８年２月２０日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 保管した違法放置等物件の名称又は種類、形状及び数量 

（１） 名称又は種類  

  普通自動二輪車 

（２） 形状  

   車名 カワサキＺＺＲ４００ 

   車体の色 黒 

   車両番号 北九州く１６－１５ 

   車台番号 ＺＸ４００Ｎ－０３００１２ 

（３） 数量 

   １台 

２ 保管した当該違法放置等物件が放置されていた場所 

  北九州市小倉北区井堀一丁目１１番２号付近 市道井堀３４号線路上 

３ 保管した当該違法放置等物件を除去した日時 

  令和８年１月６日午前９時１２分 

４ 当該違法放置等物件の保管を始めた日時 

  令和８年１月６日午前９時５５分 

５ 当該違法放置等物件の保管の場所 

  北九州市小倉北区東港一丁目２番地４８ほか 

  東港ポンプ場東港資材置場 

６ 返還事務を行う場所及び期間 

 （１） 場所 

   北九州市小倉北区大手町１番１号 

   小倉北区役所まちづくり整備課 

 （２） 期間 

    この公示の日から令和８年７月３日まで（日曜日、土曜日及び国民の 

  祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く

。）の午前９時から午後４時まで 

７ 問合せ先 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 
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  小倉北区役所まちづくり整備課（電話０９３－５８２－３４７１） 
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北九州市公告第１３８号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和８年２月２０日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 令和８年度救急資器材管理供給業務委託 

 （２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期限 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 北九州市の指定する場所 

 （５） 入札方法 

  ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 

当該金額の１００分の１０に相当する金額（当該金額に１円未満の端数

がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。）を加算した金

額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 

  ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再

度入札を行う。 

  エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４） 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）第３９条の高度管理医療機器等の販売業

及び貸与業の許可を受けている者であること。 

（５） 物流管理システムを用いた資器材の管理供給業務について、非常駐
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型での実績を有していること。 

（６） 物流管理システムを用いた資器材の管理供給業務を行うための倉庫

を北九州市内に有していること。 

３ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局救急部救急課 

  イ 期間 この公告の日から令和８年３月５日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 前号の場所及び期間において無償で交付 

する。電子メールでの交付依頼も受け付ける。 

 （３） 入札説明会 

  ア 日時 令和８年２月２５日午後２時 

  イ 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局庁舎２階 災害対策本部室 

 （４） 入札に参加するための要件等 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を

受けなければならない。 

  イ 入札参加申込みは、所定の様式を持参し、又は郵送することにより行

わなければならない。 

  ウ 入札参加資格の確認結果は、令和８年３月９日午後４時までに通知す

る。 

 （５） 入札参加申込書を提出する場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局救急部救急課 

  イ 期間 

  （ア） 持参の場合 

    この公告の日から令和８年３月５日まで（日曜日等を除く。）の毎日

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

  （イ） 郵送の場合 

    書留郵便で令和８年３月５日午後５時までに必着のこと。 
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（６） 入札及び開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和８年３月１１日午後３時 

イ 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局庁舎２階 災害対策本部室 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

 ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

 イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

 ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 エ その他入札の条件に違反した入札 

（４） 落札者の決定方法 

  契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

  北九州市消防局救急部救急課 

  〒８０３－８５０９ 北九州市小倉北区大手町３番９号 

  電話 ０９３－５８２－３８２０ 
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北九州市交通局公告第６号 

  一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市交通局契約規程（昭和

３９年北九州市交通局管理規程第５号。以下「契約規程」という。）において

準用する北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規

則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

令和８年２月１８日 

                             北九州市交通局長 白 石 基 

１ 競争入札に付する事項 

  （１） 業務名 令和８年度旅客自動車清掃業務 

  （２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり 

  （３） 業務期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  （４） 履行場所 北九州市交通局の指定する場所 

  （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額をもって落札金額とする。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

  （２） 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿に記載されていること。 

 （３） 有資格者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内

にあること。 

（４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号 

       北九州市交通局運輸サービス課  

    イ 期間  この公告の日から令和８年３月２日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時３０分まで及び午後１時から午後３時まで 
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（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交

付する。 

（３） 入札説明会  入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 競争参加の申出書の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、この公告の日から令和８年３月２日まで（日曜日等を除く。

）に競争参加の申出書を第１号アの場所に提出しなければならない。 

（５） 入札及び開札の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

              北九州市交通局４２会議室 

   イ 日時 令和８年３月４日午前１１時 

４ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア  言語 日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免

除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

    ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 
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（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

     北九州市交通局運輸サービス課 

     〒８０８－００１７ 北九州市若松区東小石町３番１号 

      電話 ０９３－７７１－８４１０ 
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